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研究要旨 

本研究の目的は、アトピー性皮膚炎の診療に携わるさまざまな地域のさまざまな診療科の医師

が使え、すべての年齢層の患者の診療に必要な内容や患者や家族などの臨床の場での意思決定の

参考に資するために必要な内容を含むアトピー性皮膚炎診療ガイドラインを作成することにより、

アトピー性皮膚炎の診療の均てん化に資することである。 

本ガイドラインでは、クリニカルクエスチョンに対する推奨度の設定に加えて、より詳細な情

報を使用者に提供してアトピー性皮膚炎の診療に関する理解を深めるため、アトピー性皮膚炎の

診療に重要な事項について解説した文章を掲載することにした。 

われわれは、「アトピー性皮膚炎の治療アドヒアランス」に関して、PubMed や医学中央雑誌な

どのデータベースを用いて検索した情報や国内外の書籍、総説などの情報をもとに解説を作成し

た。 

 

A. 研究目的 

アトピー性皮膚炎の診療を均てん化し、国内

のすべての地域でより多くの患者が良質な医

療を享受できるようにするためには、皮膚科医、

小児科医、アレルギー科医、総合診療医等すべ

ての医師や患者が活用できる診療ガイドライ

ンを作成することが望まれる。 

本ガイドラインでは、アトピー性皮膚炎の診

療に重要な事項について解説した文章を掲載

することによって、より詳細な情報を使用者に

提供し、アトピー性皮膚炎の診療に関する理解

を深めることを目的とした。 

 

B. 研究方法 

アトピー性皮膚炎の治療アドヒアランスに

関して、PubMed や医学中央雑誌などのデータ

ベースを用いて検索した情報や国内外の書籍、

総説などの情報をもとに、診療上重要な情報に

ついて解説文を作成した。作成した文章は、研

究班員による議論と推敲を得て、最終版を作成

した。 

 

C. 研究結果 

慢性疾患であるアトピー性皮膚炎の診療で

は、患者や養育者が疾患の病態や治療の意義を

十分に理解して積極的に治療方針の決定に参

加し、その決定に従って積極的に治療を実行し、

粘り強く継続する姿勢、すなわち治療のアドヒ

アランスを高めることに医療者が配慮するこ

とが大切であることが分かった。 

治療アドヒアランスに関連する因子として、

①患者に起因する要因、②疾患に起因する要因

③治療に関する要因、④医療者に起因する要因、

⑤社会・経済的な要因などがあった。患者に起

因する要因としては、多忙、医療や服薬に対す

る信念などがあり、治療に関係する因子として
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は、一般に煩雑な治療法、副作用の多い治療法、

高価な治療法などがアドヒアランスの低下に

関係することが分かった。それぞれの治療法の

メリットとデメリットに関する分かりやすい

説明を行うことは、アドヒアランスを向上させ

る意味でも重要であると考えられた。医療者に

起因する要因としては、医療者と患者間の信頼

関係、疾患や治療法に関する分かりやすい説明、

継続的な情報提供や支援などがアドヒアラン

スの向上につながること、社会・経済的要因と

しては、家族の協力やベビーシッターなどの人

的サポートなどがあることが、それぞれ分かっ

た。 

 

D. 考察 

アトピー性皮膚炎の治療アドヒアランスを

向上させることは、治療効果を高める上で極め

て重要な課題である。医療者は、服薬やスキン

ケアなどの必要性を伝えるとともに動機づけ

を行うことが大切である。また、医療者は、ア

ドヒアランスを高めるために、上記の要因の中

で実行が可能なことから取り組んで行くこと

が大切である。 

 

E. 結論 

「アトピー性皮膚炎の治療アドヒアランス」

について解説する文章を作成した。 
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